
（修了者）については、７月２７日、教育センターのホー

ムページ上で発表された。

　県別合格者の内訳は次のとおり。（カッコ内は受講

者数）

　　徳島県　　３５名（４１名）・・・８５.４％

　　香川県　　１０名（１１名）・・・９０.９％

　　愛媛県　　６名（　７名）・・・８５.７％

　　高知県　　４名（　５名）・・・８０.０％

　　その他　　６名（　７名）・・・８５.７％

　尚、この講習に引き続き、１２月１０日〜１２日の３

日間、下記の通り「浄化槽技術管理者講習」の開催を

予定している。

第���号

⑴平成２４年１０月１５日　　

　平成２４年６月４日から６月１６日の１３日間、公益

財団法人日本環境整備教育センター（以下「教育セン

ター」）は、徳島市の徳島県立総合福祉センターで「浄

化槽管理士講習第６回　徳島会場」の講習会を開催した。

　受講者数は計７１名であった。受講者を県別にみる

と、徳島県４１名、香川県１１名、愛媛県７名、高知県

５名、その他の地域が７名であった。

　講習を開催するには最低８０名の受講者が必要なこ

とから、徳島県では３年ごとにこの講習会を実施して

いるが、それでも今回は予定数の８０名に届かなかっ

た。

　過去３回分の受講者数は表−１のとおりで、前々回

の７年前と比べると受講者が約４６％減少している。

　今回受講した７１名のうち、合格者（修了者）は、

６１名で８５.９％の合格率であった。なお、個別の合格者

��������������������������������������������������

受講者数開催日

７１名Ｈ２４．６．４〜Ｈ２４．６．１６今　回

１０１名Ｈ２１．６．８〜Ｈ２１．６．２０前　回

１３２名Ｈ１８．６．５〜Ｈ１８．６．１７前々回

講　習　日：12月10日〜12日（３日間）

受付期間：11月２日〜11月９日

会　　場：県立総合福祉センター

受講資格：浄化槽管理士

※申請用紙はセンターで配布していますので、受

　講ご希望の方は最寄りのセンター（支所）まで。
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受講者数

浄化槽管理士講習受講者数の推移（人）

18年度 21年度 24年度

101名

132名

71名

事務局だより
 法定検査のお知らせ 

　次の日程で法定検査を実施します。

○11条検査

日程：平成24年10月９日〜11月７日

地区：徳島市・勝浦町・上勝町・藍住町・北島町・

　　　石井町・上板町・神山町・佐那河内村・阿波市

○７条検査

日程：平成24年10月９日〜11月２日

地区：徳島市・藍住町・北島町・石井町・

　　　上板町・神山町・佐那河内村

（表−１）浄化槽管理士講習徳島会場受講者数（過去３回分）
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　浄化槽法指定検査機関四国地区協議会の「平成２４年

度検査員研修会」が、９月１３日〜１４日の２日間、徳

島市の「かんぽの宿　徳島」で開催された。

　研修会には四国４県の検査機関から５４名、今年度

は九州地区との交流を目的として、九州地区の４つの

検査機関から１２名計６６名が参加した。

　第１日目は、当番県である公益社団法人徳島県環境

技術センターの大坂会長が開会挨拶をしたあと、管理

運営部会、浄化槽検査Ａ・Ｂ部会、水質検査部会の４

つの分科会に別れ、①未受検者対策②法定検査の啓

発・周知方法③検査員の継続教育（CPD）④検査の実

施体制など、さまざまな情報交換を行った。

　また、水質部会ではメルク㈱坂垣内良史氏による

「純水・超純水の精製方法及び使用の際のポイント」な

どについて講義を受けた。

　このあとセンターの監事である志摩恭臣弁護士によ

る「法定検査におけるトラブル事例及び対処法につい

て」の講演があった。志摩弁護士からは事前に各県よ

り提出されていた質問の回答を交え、丁寧に解説をし

ていただいた。

　研修のあと午後６時からは、参加者全員による懇親

会が行われ、県外からの参加者に対して、おもてなし

の心で、当センター宮内課長によるマジックショーが

開催され、トリックがバレそうになった局面もあった

が、とりあえず成功させ、笑いあるマジックショーを

披露した。また、最後に大坂会長の号令で、当セン

ター検査員による、阿波踊りを披露した。

　躍動感あふれる阿波踊りが、ゾンビの行列のように

なってしまったが、県外からの参加者に雰囲気とおも

てなしの心は伝わったようで、飛び入り参加があるな

ど楽しい時間を過ごした。

　翌２日目は、まず最初に午前９時から四国各県４つ

のテーマで研究発表が行われ、そのあと阿南工業高等

専門学校の川上周司助教による「微生物について」の

講演が行われた。

　最後に公益社団法人徳島県環境技術センターの原岡

専務理事が「今回初めて、先進地である九州ブロック

の検査機関の皆さんとの情報交換が実現しました。日

頃、課題としているテーマにつき、各検査機関からの

先進的な情報を得ることができました。お互い参考に

なることは活用し、業務に生かしていただけたら幸い

です。」と閉会の挨拶をし解散した。

　なお、２日目に発表された研究発表のテーマ及び発

表者は次のとおりである。

１　内部精度管理の取り組み

（公社）香川県浄化槽協会 木村　真・十河　賢治

２　「浄化槽法定検査」における浄化槽データベースの

作成方法について

（公社）愛媛県浄化槽協会 坂東　　篤

３　小型浄化槽におけるえひめＡⅠ−２投入の影響に

ついて

（一財）高知県環境検査センター 町田　和繁

４　法定検査受検率向上対策としての電話アポイン

ターの導入成果と課題について

（公社）徳島県環境技術センター 河本慎次郎
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　平成２４年７月３１日、「みなみから届ける環づくり会

議」第１回水質ＷＧが、南部総合県民局保健福祉環境

部阿南庁舎で開催された。

　第１回目ということで、平成２４年度の活動内容に

ついて議論された。

　昨年に引き続き、阿南第一中学校や富岡東中学校な

どの学校との連携による環境学習の取り組みが基本。

　水質調査は勿論のこと、絶滅危惧種であるヒメコウ

ホネの実態調査など、幅広い学習を実施予定である。

　その他、昨年に引き続いてこどもフェスティバルへ

の出展を予定している。

　一方、継続による内容の重複や目的の意義の希薄化、

学校以外との連携など、これからの方向性について考

えていく必要があるという意見もあり、次年度以降の

方針など課題を残した形となった。

全体会議

分科会
（法定検査
Ｂ部会）
のようす
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　９月４日㈫午前１０時から、県環境整備課、徳島保健

所、神山町役場、会員事業者らが出席し、神山町きれ

いな水づくり推進協議会が、県環境技術センター事務

所で開催された。第６回目となる今回は、主に町民へ

の周知・啓発の方法などについて熱心に議論が交わさ

れた。また、１０月のスタートに向け、①７月２１日に

道の駅温泉の里神山にて町民へのＰＲ活動を実施した

こと②８月４日に会員企業担当者向け説明会を開催し

たこと③８月１５日に一括契約開始のパンフレットを

全戸配布したことを報告した。

　また、１０月のスタートを円滑に行うため、一括契約

の周知方法を次のように進めることを決めた。

⑴９月１４日に料金表が記載されたパンフレットを改

めて全戸配布すること

⑵センター広報車３台により、広報活動を行うこと

⑶９月２７日、スタート直前に再度協議会を開催する

こと。

　最後に、井内会長が、もう開始まで日数が残されて

いないが、神山町の住民に理解が得られるよう、ご協

力をお願いしますと挨拶し、散会した。

を受け入れた。

　内容としては、ＢＯＤ検査の検査工程や施設見学の

ほか、大学生は当センターで調査中の微生物のデータ

収集などを体験した。

　素早く動く微生物の撮影は、かなり苦労していたよ

うである。

　法定検査に重点を置いたインターンシップの形とな

り、県職員の方にも、ＢＯＤ検査などにつき、よりご

理解頂くいい機会となった。

　平成２４年８月末までに、公益認定又は認可申請を

提出した法人数は全国で１２,０８３法人で、そのうち、新

法人への移行を済ませた法人が、９,０７７法人（新規１７４

法人含む）である。

　また、公益又は一般への移行状況をみると、公益へ

移行した法人が５,４６６法人６０.２％（新規含む）、一般へ

移行した法人が３,６１１法人で３９.８％である。

　また公益申請の電子申請用の ID を取得している法

人は１９,８８４法人であり、１２,０８３法人（６０.７％）が申

請済みである。

　法律施行前は約２万５千の公益法人が存在していた

ため、約半分の法人は、移行又は申請していることに

なる。よって、申請済みのものも含め、残り約１万６

千法人があと約１年間に（平成２５年１１月末まで）公

益認定申請又は一般法人の認可申請などの手続きが必

要となる。

　平成２４年８月３日から９日まで徳島大学工学部の

学生２名を、インターンシップとして受け入れた。

　学生は、当センター職員の指導の下、研修生として

主に水質検査を担当。有害項目の検査は、安全面から

見学に終始したが、水質保全項目については、実際の

測定操作も体験、失敗の許されない緊張感の中で貴重

な経験をした。

　期間は１週間程度ではあるが、技術面はもちろんの

事、社会人としての責務も現場で感じてもらえた。

　さらに、センター主催の「夏休み子供科学実験」で

は紫キャベツを使ったｐＨ実験にも参加。生き生きと

した子供たちと接し、検査業務以外にも、幅広い体験

ができた。

　また９月６日には、県職員３名（うち大学生１名）

一般社団又は
一般財団法人

公益社団又は
公益財団法人

計

ID 取得数
処 分
済 み

申請数
処 分
済 み

申請数
処 分
済 み

申請数

1,1011,5531,5741,9122,6753,4654,487内 閣 府 関 係

2,5103,8183,8924,8006,4028,61815,397都道府県関係

3442496483106181徳 島 県

3,6115,3715,4666,7129,07712,08319,884計

新法人移行申請数（平成24年８月末現在）

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

計 3,611 5,466

都道府県 2,510 3,892

内閣府 1,101 1,574

認可数（一般）
認定数（公益）
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交通安全教室開催交通安全教室開催交通安全教室開催交通安全教室開催

⑷

　徳島県浄化槽管理士会は、９月８日㈯、県環境技術

センターと協賛で、浄化槽管理士を対象とした維持管

理メーカー講習会を開催した。

　講習会は、午前と午後の２回行い、午前は、３５名、

午後は２８名　計６３名の参加があった。

　例年は、設置数の多い１０人槽以下の小型合併浄化

槽について講習していたが、会員より大型浄化槽の構

造についても講習してほしいと要望があり、今回はフ

ジクリーン工業㈱の大型浄化槽をテーマに実施した。

　講習の後半では、１階の駐車場に浄化槽のカットモ

デルを展示し、各部位の構造を実物を見ながらの説明

も行われ、参加者は熱心に説明に耳を傾け、真剣なま

なざしで聞き入っていた。講師及び講演のテーマは下

記のとおり

テーマ：「大型浄化槽の構造及び機能とＣＦⅡ型浄化

槽の構造及び機能」について

講　師：フジクリーン工業㈱大阪支店

　　　　技術課長　服部岳志氏

　　　　　　　　　高橋朋之氏

　８月２８日㈫、センターの全職員を対象に、交通安全

教室を、４階会議室で実施した。

　講師として徳島東警察署の交通第一課長田中隆警部

を招き、ビデオによる事故原因の解説と、交通事故の

実況見分の経験から、事故を未然に防ぐ安全確認につ

いて、説明を受けた。県環境技術センターでは、現在

５３台の車両を保有しており、また職員数も増えたこと

から、職員全員に安全運転について再認識してもらう

ことを目的として今回企画したものである。

　特に検査員は業務遂行

上、毎日検査車両を運転

しており、事故に遭遇す

る確率が高いため、皆熱

心に田中警部の話に耳を

　県環境技術センターは９月７日、徳島市のパークア

ドプト活動を行い、対象区域である検査センター前の

津田公園の除草・清掃活動を実施した。

　今年度２回目で、２ヶ月前にこの活動を実施したに

もかかわらず、雑草は膝上くらいまで伸びており、参

加した１５名の職員は、残暑の中、汗をぬぐいながら活

動した。頑張った甲斐があって、日が暮れる頃には、

見違えるようにきれいになった。

講演のようす

カットモデルで

説明　　　　　
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傾け、発生原因は、危険予測を行うことでかなり減ら

すことが出来る点など興味深く聞いていた。

　交通違反や事故防止のため、今後も定期的に開催し

ていきたい。

������������������������

　「地球温暖化対策のための税」（環境税）が平成２４

年１０月から施行されます。

　これは、原油やガス、石炭と言った化石燃料に対して、二

酸化炭素排出量に応じた税率を課すことにより、地球温暖

化対策を強化し、エネルギー起源の二酸化炭素排出抑制の

ための諸施策を実施するため導入されるものです。

　「地球温暖化対策のための税」は、石油など二酸化炭素を

出す化石燃料にかかる石油石炭税に上乗せする形で導入さ

れます。業者による納入ですが、ガソリン等の価格に転嫁

されるなど家計の負担も増える見通しです。

　施行から最終的な時点で比較すると、月約１００円程度の

負担増と見込まれています。

　このように、炭素に価格を付けることにより、経済社会

のあらゆるところで温室効果ガスの削減を促し、さらに税

収を家庭用の低炭素機器の普及や未利用熱の面的利用の促

進、温暖化対策の投資の推進など、排出抑制対策に充てる

ことにより二重の効果を期待するものです。

　加えて国民の意識改革を促す「アナウンスメント効果」

も温室効果ガス削減の効果の一つとして期待されているよ

うです。（ _^^ ）v

　今回の「地球温暖化対策のための税」の導入を機にライ

フスタイルを見直し、エコな生活をしてみませんか？

　例えば冷房の温度を１℃ 高く暖房の温度を１℃ 下げるだ

けで、年間約３４㎏の二酸化炭素の削減になり年間約１,８００

円の節約になるそうです。このように少しのエコスタイル

の実践で税による負担が軽減されますよ。（*^。̂*）

by koizumi

水 質 計 量 便 り
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